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学校携帯③ 090-3822-8851 
http：//www.toyonaka-osa.ed.jp/cms/sinden-m/ 
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ῃ 59 (1984 ) 

１月 ᴤ ᶏ ᶡ֜ᴒ (ῲ‫ ) 

２月 ᶡ ᴒ ( Ậ ‫ ᾴϹᶡ) 

４月  １日 ‫ ᾴϹᶡ ӌϋ  ɟᾑ ᶡ  ḫ ῃὀ  

９月  １日 ‫ᶡἇ ᶡἇ Я→ 

１１月  １日 ᶡῙᴒ ⱦ Ҋ  

ῃ 62 (1987 ) ４月  １日 ᶡ  ῃὀ  

ῃ 63 (1988 ) ８月１７日 ᶡἇ+ ᶏ 

→  ᴽ (1989 ) 

３月３１日 ᶡἇ+ ᶏỎЯ  

４月１１日 ᶡ  ҥẅὀ  

１０月３１日 ⱦ Ἶ Ҋ Ủ  

→  2 (1990 ) １１月２１日 ѐṶ Я→ 

→  4 (1992 ) ８月３１日 ẈЯ→ 

→  5 (1993 ) 
１０月１８日 Ọ˟ᾴ͢Я→ 

１０月２９日 15 ε Ṝ ᶀ ᾴϹᶡẐ₲Ӱ˟ᴮӃ γ 

→  6 (1994 ) 

４月  １日 ᶡ  ̏− Ẫὀ  

５月  １日 ϹᶡₑᾙњӰ˟ᴮӃᶡẰ ѕ 

１０月２９日 ⱦ Ἶ Ҋ Ủ  

→  8 (1996 ) ３月  ˟њᾹπὂᶏỎЯ ₑᾙњπאᶏỎЯ  

→  9 (1997 )  ４月  １日 ᶡ  ḫ ὀ  

→ 10 (1998 ) ６月  ６日 ẬọΉ˛ậγ ọ γῺᶡ 

→ 12 (2000 ) ９月３１日 ӰỲЯ→ 

→ 13 (2001 ) ４月  １日 ᶡ  ҥ ᶤὀ  

→ 14 (2002 )  Ằ ᶡ῾ Ӱ˟ ѕ 

→ 16 (2004 ) ４月  １日 ᶡ  ҥ ∆бὀ  

→ 16 (2004 ) ４月２３日 ΉϹῒ ᾙЉ Ά  

→ 18 (2006 )  
ӰỲ  

Ẫ Ằ ᶡ ѕ 

→ 20 (2008 ) ４月  １日 ᶡ  ̴ ὀ  

→ 21 (2009 )  ᶡ ╚ 

→ 22 (2010 ) ８月２９日 љḊ ʸ Ậ ᾴϹᶡ Ẩ ᶡ  ע

→ 23 (2011 ) ３月 
Ạ ̥ᵴ Ằ ᶡ ѕ 

֩ ᶏỎЯ→ ӰỲ  

→ 25 (2013 ) 
４月 1 日 ᶡ  ἲ˜ῃ ὀ   

Ḋ Ӱ˟↓ṭᴮӃᾒᴮӃẰ ᶡỎԃ Ẑ₲ Ằ ᶡ ѕ 

→ 26 (2014 ) １１月  １日 ⱦ Ἶ Ҋ Ủ  

→ 27 (2015 ) ４月  １日 10 ᶡ  ΐ ὀ   

→ 28 (2016 ) 
４月  １日 11 ᶡ  ∩ᶅ Ẫὀ  

ӈ‗ ☿ỲπאᶏỎЯ  

→ 29 (2017 ) 8 ᴘ 24  ӈ‗ ☿Ỳ̓ ᵺиᶏỎЯ 

  ᴽ (2019 ) 3 ᴘ Ӌ ╚ ᶏỎЯ  

  2 (2020 ) 
2 ᴘ ╚ ᶏỎЯ њ אּ πὂᶏỎЯ 

１０月  ９日 ₣˱ Ὼ╚ ᶏỎЯ  

  3 (2021 ) ４月  １日 1 ᶡ  ᷈ ό̥ὀ  

 5 2023  
４月    

8 月 18日 

ӆẰ ӰỲϋ╚ 

Ẉ ӋᶏỎЯ 

 6 2024  
  ４月  １日 

１０月３０日 

13 ᶡ  ḫ ὀ  

ⱦ 4 Ἶ Ҋ Ủ ᴘ ᶸ֩Ἀ‴ Ṹ̚ 

   

５月 

11月 

 

˟њ֩ ᶏỎЯ→ 

Ậᶡ ᴮӃ₢⁮ỎԃẰ ᶡ 6 2 ѕ  

ICT Љ Ẫ ἧ Ϲ Ỹᵅ ᶆ  

【本校の沿革】 
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学 校 経 営 方 針 

     豊 中 市 立 新 田 南 小 学 校 
    校    長    佐 藤  裕 之 
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【集団づくり】 

・一人ひとりに居場所があり、大切にされていると感じられる学級づくりを進める。イメージの共有化。 

・児童どうしが様々な活動の中で、ふれあい、理解し合い、認め合い、高め合える集団づくりを進める。 

・教職員と児童及び児童相互の人間関係を深め、心の通った明るくまとまりのある学校づくりを進める。 

【支援教育】 

・豊中市障害児教育基本方針（改定版）に則り、支援教育を推進する。 

・全教職員が支援教育の視点や技術をもって、指導・支援、集団作りに取り組む。 

・一人ひとりの教育的ニーズを把握し、児童の自立を促すよう、個別の教育支援計画、個別の指導計画を作成、活用し、

全教職員の共通理解のもと指導、支援に努める。 

・全教職員が学習環境や指導のユニバーサルデザイン化を推進するとともに学校のミニマムスタンダードのあり方を

検討し、6年間を通して、すべての児童にわかりやすく、心地良い学校、学級づくりに努める。 

・支援コーディネーターを中心に、保護者との連携を密にし、関係機関と連携をはかり教育を進める。 

・障害児・者理解について、発達段階に応じた学習を進め、望ましい関りや配慮の仕方を学ばせる。 

【人権教育】 

・すべての教育活動を通して、互いに人権を尊重し合い、差別なく、多様な人々と協働することで様々な課題を 

乗り越えられる児童の育成に努める。  

・自尊感情や自己有用感を高める取り組みを進め、相手の立場に立って考えられる共感力を育て、自分も他者も 

大切にできる児童の育成に努める。 

・男女共生や性の多様性の理解を深め、多様な生き方や価値観を尊重できる児童の育成に努める。 

・国際理解を深め、多文化共生の視点を持つ児童の育成に努める。 

【生活指導】 

・いじめ、不登校、虐待等については、全教職員が早期発見、早期指導に常に努めるとともに、校内外を問わず児童の

状況や生活背景を適確に捉え、対応会議やケース会議の実施により共通理解をはかりながら組織的に対応する。また、

その際、SSW( スクール・ソーシャル・ワーカー)や SC（スクール・カウンセラー）等の専門職の専門性を有効に活用する。 

・学習や生活の規律については「意味のあるルール」を全教職員の共通理解のもと、指導を徹底する。 

・勤労の大切さや情操を育むため、きれいな学校づくり、学習環境づくりへの児童の積極的な参加を促す。 

せつで 思いやりのある子 

んなで学び 高め合う子 

かまとつながり 助け合う子 

 
～人間尊重の教育理念を基盤とした、知・徳・体の調和のとれた豊かな人間性の育成～ 

第九中学校区 目指す子ども像 

ʜ ⁵ѕ↑ ⁵ 

ῒ ỡᵒ ϸ ⁵ 

ӣ ⁵ѕїג ╕ ⁵ 

児童にとって『通いたい』学校 

教職員にとって『働きたい』学校 

保護者/ 地域にとって『応援したい』学校 

    

学校教育目標の具現化に向けて 



4 

 

 

【教科指導の充実】 

の視点から「何を学ぶか」だけでなく「どのように学ぶか」を重視して授業改善をす「主体的・対話的で深い学び」 ה

すめ「知識/ 技能」「思考力/ 判断力/ 表現力」「学びに向かう力/ 人間性」などの資質や能力を総合的に育む。 

 。抽象概念が多くなる中学年の算数においては、少人数指導や習熟度別指導を取り入れ学力の定着を図る ה

/英語でコミュニケーションがとれるようになることを目指し「聞く ה 読む/ 話す/ 書く」の力を総合的に育む。 

学校図書館教育の充実をはかり、読書に慣れ親しむことで児童の「考える力」「感じる力」「表す力」等を育成す ה

る。また調べ学習等においては図書と ICT機器それぞれの利点を生かした効果的な活用がはかられるように指導す

る。 

【ICT活用による子ども主体の学びの充実】 

 。タブレット端末等を活用した児童主体の学びを実現する授業デザインの研究と実践をすすめる ה

 。児童がデジタル社会をよりよく生きるために必要な資質能力を育成する ה

 。情報活用カリキュラムに沿って児童の発達段階に応じた情報活用能力を育成する ה

W Ӱ˟X 

人間としてのよりよい生き方を主体的に学ぶことができる道徳教材や資料の収集をはかり、実感を伴う深い学びと ה

なるような授業を研究、実践する。 

 、児童の「道徳的価値を主体的に自覚する力」を育てる取り組みの中で、教職員も、自らの道徳性を検証し ה

児童と共に道徳的判断力と実践力を高めていく。 

 。道徳教育の全体計画及び各学年の年間指導計画により組織的に成果を積み上げていくシステムを構築する ה

【健康教育】 

 。児童の健康の保持増進と体力の向上を意図した、より健康的な身体づくりをめざす取り組みを推進する ה

 。食事の意義や食物の知識を身につけ、自らの心身の成長や健康管理について考える児童の育成をめざす ה

 。全国体力運動能力生活習慣等調査等の結果をふまえ、生活習慣の見直しや体育の授業等の改善を行う ה

【安心安全な学校づくり】 

各種避難訓練をはじめとする安全教育を計画的に行い、事故防止のための指導の徹底をはかり、自らの命を自分で ה

守れる児童の育成に努める。 

 。PTAや地域諸団体、関連機関との連携を深め、通学路や地域での児童の安全を確保する取り組みを充実させる ה

 。体罰やセクハラ等の人権侵害事象のない学校づくりに努める ה

学校が収集・保管する個人情報については、マニュアルに従って適正に管理し、当初の使用目的を終え次第、適切 ה

に消去・破棄する。 

 。アレルギー対応については、家庭との連携を密にして事故防止に努めるとともに対応マニュアル等を作成する ה

 。校舎内、校庭等を美しく整えるとともに、校内の安全点検を徹底し安心安全で心地よい生活環境の整備に努める ה

【保護者や地域等との連携】 

学校運営協議会や学校教育自己診断等から得られた保護者や地域のニーズを真摯に受け止め、「コミュニティ・スク ה

ール」としての学校教育の改善に努める。 

幼稚園、保育所（園）、こども園、中学校、PTA、健全育成会、公民分館等、地域諸団体との連携を密に協力しあっ ה

て教育活動の充実に努める。 

 。教育活動等の様子を保護者や地域に発信し、保護者や地域から学校教育への理解、協力を得られるように努める ה

健全育成会や ה PTA地域安全実行委員会等の関連諸団体と密の連絡を取り、校外生徒指導に努める。 

不登校や虐待などの対応については、関係機関や地域諸団体との連携をはかり、相互協力のもと適切な対応がはか ה

られるように努める。 

【小中一貫校への取り組み】 

 小中一貫した教育課程の編成・実施に向けて、第九中校区の小・中学校との連携を図り、教育課程を調整し、一貫 ה

性を持たせた体系的な教育活動をめざす。 
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【主な行事】＊ ( 2025年度の行事です。)  

 

《１学期》 

４月 
入学式 始業式 着任式 離任式 学級懇談会 給食開始   
全国学力学習状況調査 すくすくテスト １年生を迎える会   
二測定 聴力検査  心臓検診  視力検査  心電図検査  交通安全教室 

５月 
内科検診 尿検査 眼科検診 耳鼻科検診 歯科検診 土曜参観  芸術鑑賞会 林
間・修学旅行説明会 地区児童会 校外学習( 低学年) 
プール清掃 スポーツテスト ICT授業観察 

６月 
尿検査 歯科検診 ５年林間学舎 ICT授業観察  
校外学習（中学年）プール開き ６年修学旅行 歯の巡回指導  
総合避難訓練（引き渡し訓練）個人懇談 

７月 
個人懇談 ６年平和報告集会 ６年着衣泳  給食終了 
水泳教室  終業式  大掃除      

７月下旬～８
月下旬 

夏季休業  （※校庭開放、プール開放） 

《２学期》 

8 月下旬 始業式 給食開始 二測定     

９月 二測定 人権参観  風水害避難訓練 

10月 
視力検査 運動会  校外学習( 低学年、５年)  ５年救命講習  
５年非行防止教室 豊中市連合音楽会 ４年お掃除教室 

※ワイワイ祭り（PTA主催）、市民体育祭（公民分館主催） 

11月 
創立記念日（11月 1 日） 学習発表会（音楽発表） 校外学習( 中学年)  
不審者対応訓練 障害者理解学習会 ６年非行防止教室 視力検査 

ICT推進事業公開研 ※にこにこフェスタ（公民分館市民文化祭） 

12月 
個人懇談 ６年小中交流会 学習発表会（展示発表） 給食終了 
ふれアート（４～６年） 終業式 大掃除 冬季休業       
※クリーンアップ清掃活動（PTA主催） 

《３学期》 

１月 
冬季休業 始業式 給食開始 二測定 ３年クラブ見学  
人権出前授業 入学説明会  ※成人の集い（第九中学校） 

２月 
５年出前授業 ６年スポーツ交流会  マラソン大会 ４年ホールでオーケストラ  
５年校外学習 授業参観・学級懇談・PTA総会  
６年お別れ遠足 ６年生を送る会    

３月 
地区児童会 卒業式  修了式 
春季休業  

＊ 2026年度の行事予定は、後日、新田南小学校のホームページに掲載します。 
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保 護 者 の み な さ ま 

                                                              豊 中 市 立 新 田 南 小 学 校 

                               校 長  佐 藤  裕 之 

 

個人情報保護に関するプライバシーポリシーについて 

（個人情報保護指針） 

 

 本校は、関係する人々の人格を尊重し、信頼関係を維持するために、個人情報保護に努めます。この目的を実

現するために、下記のプライバシーポリシーに基づき、個人情報の適正な取り扱いを行います。 

 このプライバシーポリシーにおける個人情報とは、学校が運営上知り得た在校生、保護者等の個人を識別でき

る情報をいいます。 

 

記 

 

1.  本校は、教育活動の遂行、または学校を運営するにあたり、適正な方法で、かつ利用目的を特定、明示し

た上で個人情報を収集し利用いたします。また、法令に定めがある場合を除き、明示した 

利用目的の範囲内で個人情報を利用いたします。 

2.  本校は、個人情報を正確かつ安全で最新な状態で管理するよう努めるとともに、個人情報の紛失、改ざ

ん、漏洩又は個人情報への不当なアクセス等が行われないように、適切な安全対策を講ずるよう努めま

す。又、前項の業務遂行において委託先に対する必要かつ適正な監督を行います 

3.  本校は、個人情報の取り扱いを第三者に委託する場合や法令に定める場合を除き、事前に個人 

情報所有者の同意を得ずに第三者に個人情報を提供することはありません。 

4.  本校は、個人情報所有者が、ご本人の個人情報の開示を求めた場合には、法令等に定めがある 

場合を除き、ご本人であることを確認した上で原則としてこれに応じます。また、ご本人の個人 

情報の誤りに対して訂正または削除を求められた場合には、原則としてこれに応じます。 

5.  本校は、｢豊中市個人情報保護条例｣その他、関係法令を遵守いたします。また、本校において 

個人情報の収集、使用に従事するものは、個人情報の秘密の保持に十分な注意を払い適切に業務 

を行います。 

6.  このプライバシーポリシーは、関連法令等の制定改正に応じて、内容を改正する場合があります。 

 

★次に掲げる場合には、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱い、または本人の同意  

を得ないで個人情報を第三者へ提供することが認められています。 

 

① 法令等に定めがあるとき。 

② 人の生命、身体または財産に対する危険を避けるため、緊急やむを得ないとき。 

③ 争訟、指導、相談等の事務で本人から収集したのではその目的を達成し得ないと認められるとき。 

又は事務の性質上本人から収集したのでは事務の適正な執行に支障が生じると認められるとき。 

 

＊このプライバシーポリシーに関するご質問は、本校担当者（教頭）にお問い合わせください。 

 

ẇᶳ20  
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【健康管理について】 

 

１．健康診断について  

○小学校では、元気な学校生活を送るために、健康診断を通して健康教育を行っています。また、病気の早期

発見や児童の健康状態把握のため、さまざまな検診を実施しています。検診の結果、疾病の疑いがある場合

はご家庭にお知らせいたしますので、早めに専門医の診察を受けてください。 

 

【学校で実施する健康診断】 

◎二測定（身長・体重） 

◎視力検査 聴力検査 

◎尿検査 

◎心電図検査 

◎校医による検診・・・内科・歯科・眼科・耳鼻科 

◎結核検診・・・・・・問診（レントゲン撮影は必要児童のみ） 

 

 

 

２．学校感染症にかかった時  

○感染症にかかったら、医師の診察を受けてください。学校保健安全法に指定されている「学校感染症（下記

参照）」にかかると医師の許可がおりるまで登校を控えていただきます。この場合「出席停止」扱いとなり、

欠席にはなりません。また、登校する際に診断書等は必要ありません。 

 

〇朝からの発熱、ひどい頭痛や腹痛を訴えるなど体調が良くない時は、ご家庭で様子を見ていただきますよう

お願いいたします（コドモンにて欠席連絡をいただく際にお子様の様子を教えていただけますと幸いです）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

【学校感染症】 

 

・水痘（水ぼうそう）  

・麻疹（はしか）   

・風疹   

・インフルエンザ 

・感染性胃腸炎  

・流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）  

・百日咳  

・結核  

・咽頭結膜熱  

・新型コロナウイルス感染症  他 



10 

 

３．学校での病気やけが 

 【病気の場合】 

○37.5℃以上の発熱、激しい嘔吐等で授業を受けることが困難な場合、ご家庭に連絡しお迎えをお願 

いしています。また、保健室で休養し様子をみても回復のきざしがない時も、ご家庭に連絡いたし 

ます。 ԍѸ ḹֻ ἧ ʝ˲ ₒὁ  

  

【けがの場合】 

○保健室は、その日に学校でおきたけがの応急手当てしか行えません。下校後も様子を見ていただく必要のあ

るけがについては、ご家庭に連絡いたします。 

○医療機関への受診が必要と思われる場合は、ご家庭に連絡をとり、受診について相談させていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．薬について 

・事情があって学校へ薬（内服薬、外用薬）を持参するときは、連絡帳等でおしらせください。 

・その場合は、お子さん自身が薬の管理・使用ができるようにしておいてください。 

・ご心配な点があれば、担任または保健室にご相談ください。 

 

５．その他 

・心や体のことで気になることがあるお子さんにつきましては、学校にお知らせください。 

・心臓疾患、腎臓疾患、アレルギーについて、主治医が学校での管理・配慮が必要であると判断した場合

は、詳しい内容について書類の提出をお願いすることがあります。 

・提出いただいた書類の内容について緊急時の対応など個別に面談させていただく場合があります。 

 

☆緊急時の連絡は、個人カード・緊急連絡カード（引き渡しカード）の記載事項が 

もとになりますので、必ず保護者と連絡がとれる連絡先をご記入ください。 

年度途中でも変更等があった場合、必ず学級担任に連絡してください。 

※病院を受診する際、保護者の方と連絡がとれないと診療が始められない場合が 

あります。 

※緊急連絡カード（引き渡しカード）は４月に配布します。 

☆学校での授業・休憩時間・登下校時・宿泊行事等でけがをして病院・整骨院など 

で治療を受けられた場合、日本スポーツ振興センターより、保険診療の範囲内で 

治療費が支給されます。 

※スポーツ振興センター掛金のうち保護者負担額については市が負担します。 

※加入の案内については入学式当日に配布します。 
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Wổİ ĹĸX※学校で指定をしている商品等はありません。下記をご参照ください。服装について 

 

 

◎通学服（帽子）… 指定はありません。一人で脱ぎ着のできる活動しやすい服装にしてください。 

                 名札は着用しません。 

◎通学カバン……… ランドセル、またはリュック型のカバン（背負えるもの） 

◎下靴……………… 体育でも使用するので、運動に適した靴（スニーカー等でサイズの合ったもの） 

◎上靴……………… 白色靴（上履き）（学年・組、名前を ּטĽᶩと ᵭŜĚĚķに書く。） 

  ※バレーシューズではなく、スクールシューズ等、足の甲が覆われるものが望ましいです。 

 

 

 

  

 

 

◎体育館シューズ… 上靴と同様、学年・組、名前を書き、xķ ĳō╣֕ĞĺҊ  

★体育館シューズも指定のものはありませんが、底がすべりにくいゴム製で厚みがあり、 

足の甲を覆って運動中に脱げにくいものをご準備ください。紐靴は不可です。 

                                                                                     

 

 

                                                  

 

 

 

◎体操服………男女とも、白の半袖丸首シャツ、青か紺の五分丈ハーフパンツ、赤白帽（ゴムひもつき） 

＊体操服は、毎週末に持って帰り、洗濯して翌週はじめに持ってきます。 

〇体操服袋……体育館シューズ袋と同様、フックに掛けますので「Łő  のものにしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

体育館シューズ袋・体操服袋、エプロンセット袋は、教室のフックにかけますので、 

必ずSŁő Tのものにしてください。長さは、床につかないようにひも部分を 

加えて約６０ｃｍ程度に調整してください。 フックから床までは、約７０㎝です。 

  

○体  

қᾞᾹ ↔ ѩ  

ổİ  ˗ Ĩňĵĺ ĩ ŁŘěĹĶ Ϲ $♯$ ◗šᾙēĵĞįĤē! 

１ねん1くみ 
なまえ 

１ねん1くみ 
なまえ 

 
○上靴袋……………… 

教室で一括保管し、 

上靴を持ち帰る日に 

渡します。フックに 

掛けないのでひも状 

 

 

 

○体育館シューズ袋  

教室内のフックに掛け 

ますので「Łő Tの 

ものにしてください。 

 

 

 

60cm 

ꜘ  エプロンセット袋 

な
ま
え 

１ねん1くみ 
なまえ 

１ねん1くみ 
なまえ ○体  

ꜘ  

60cm 

GҊ H 

GҊ H 

 

⇔ ⅎ 

な
ま
え 

１ねん1くみ 
なまえ 

１ねん1くみ 
なまえ 

な
ま
え 
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約35㎝ 

〇エプロンセット… 給食当番の時に使います。個人で用意してください。 

学校からの貸し出しはありません。 

・給食エプロン  

・帽子 ・マスク    

  ＊ 使った週の最終日に持ち帰ります。 

◎給食セット……… 毎日持ってきます。 

・はし（はし箱に入れて） 

※コップ・歯ブラシ等のご持参、ご利用については、各ご家庭にお任せをしております。 

 

   

 

 

 

 

   

◎手さげ袋……… ランドセル等に入らない持ち物を入れます。 

         必要に応じて持ってきます。 

◎図書バッグ…… 図書館で借りた本を入れます。 

上記、給食セット袋、手さげ袋・図書バッグは、持ち運びやロッカーへの収納の都合等により、 

縦・横ともに、長さが35ｃｍより短いものをご用意ください。 

 

≪学用品など≫  

★ご家庭で ご用意ください。 

 

・筆箱  ・鉛筆（2B 4 5 本） ・赤鉛筆（1 本） ・消しゴム（よく消えるもの） 

 ・したじき ・「油ねんど」及び「ねんど板」（➡園所等で使用していたものでかまいません。） 

・色鉛筆（12 色程度） ・はさみ ・太パス（16 色程度）＊クレヨンは不可です。 

・15 ｃｍ定規（折りたたみのものは不可） ・セロテープ（シンプルなもの） 

・のり（「カップ入りのでんぷんのり」と「スティックのり」）【注：水のりは不可です。】   

お道具箱（22 ɺ 30 ɺ ᷈ 6 ɺ 程度）に入れてください。 

小さいと道具が入りません。大きすぎると机の中に入りません。 

 

 

 

 

 

 

ˀͮ ᶾ  

 

 

 

₴  

 Ѽ׀

₴  

 Ѽ׀

₴  

 Ѽ׀

 Ѽ׀  ₴

Њȓ 
★エプロンセット袋をご用意いただき、 

その中にいれてください。 

  

 

★給食セット袋をご用意いただき 
その中に入れてください。 
 

約35㎝ 

 

 

 ͢
ổ ѿ  

ổ ѿ  ͢
ổ ѿ  

ę ֥  

¨ѸƮŦŤŨƊŦƣ:ź ¨ę ֥ %  

 

G %ẇᶳ H 

ハードタイプ 

がおすすめです。 

Ӱṗ  Ϲᶡ ˢЈᶾ  

ψ ֥ ᴸ ₣ Ϲᵭ ʼ  
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毎年、下靴のはき間違いがあります。  
下足室等に置かず、各位にてお持ちください。 

 

                       

   

 

 

 

【入学式について】  

１．日 時  令和８年（2026年）4 月 7 日（火） 午前１０時開式 

（受付：午前９時～９時３０分） 

※受付後、児童は教室で準備をします。 

午前９時３０分までにお越しください。 

 

２．式 場   豊中市立新田南小学校 体育館 

 

３．持ち物  

◎児童・・・①上ぐつ（上ぐつ袋に入れて） 

②ハンカチ・ティッシュ（ハンドタオル）等 

 ＊ランドセルを背負って来られる方が多いです。 

◎保護者・・①「就学通知書」 

Ὼ上履き ＋ 下靴を入れる袋      

Ώ筆記用具 

ῼ手提げ袋等（教科書等を持ち帰ります。） 

 

(4) 当日の手順（天候により変更あり） 

                

   (南館２階)     (校門周辺)         (南館２階） 

                   各教室        記念写真         各教室          子どもの動き 

                                      保護者の動き 

   

組分け掲示    学校受付     入学式   諸連絡 下校 

   （玄関前）  （玄関前）    （ 体 育 館 ）                      

 

(5) お願い 

〇病気等でお子さまがやむなく欠席される場合 

・当日朝 8：00～9：30までに学校へご連絡（０６-６８３２-６１４１）いただくとともに、 

保護者または代理の方の出席をお願いいたします。教科書等をお渡しいたします。 

〇転居等で他の学校に入学される場合 

・速やかに、新田南小学校（０６-６８３２-６１４１）及び、 

豊中市教育委員会事務局 学務保健課学務保健係（０６- ６８５８－２５５３）へ 

ご連絡ください。 
 
★毎年、受付をする前に「入学式」の看板の前で写真を撮られる方が多く、行列ができています。 
看板は、式後にも撮影頂けるよう、昼過ぎまで出しておりますので、ご安心ください。 
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ᵶἐ                                                     Ậ ‫ ᾴϹᶡ  

ᶡ    ḫ     

 

ӆẰ ӰỲ ʼ  
 

 ‫ ᾴϹᶡ ӆẰ ӰỲ ϋ╚  

 

ӆẰ ӰỲ  

´Ϲӆ Ṗ┬ ố Ῠ Ϲᶡ−Љ ⁵їג ᶺ ϹὌ ḛ ỗ

ố ằ̻ ᶺ ӰỲ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ӆϋầ  

 

     ᵶἐ ҁ  

 

 

     ӆ ꞈ ἸԃѐṶ  

    

 

     ӆ ᵶἐ  

 

 

  

           ӆϋầ 

 

〇対人関係や行動面、学習面、発音・吃音に困っている子ども 

 

・友だちとコミュニケーションがとりにくい。 

・不安や緊張度が高くて自分の思いを人前で出せない。 

・「読むこと」「書くこと」に難しさを感じている。  

・計算はできるのに漢字は覚えられない。 

・話を聞くことが苦手である。 

・授業に集中しにくい。 

・発音が気になる、「お、お、おはよう」など言葉がつまる。 など 
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ӆӰỲ   
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 ᶺ  
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 → ´Ϲӆ ╣− ꞈ ằ̻  
 
ӆ ӰỲ ӆ Ỗѕ Ϲ ϹὌ −Љ − ằ̻Ϲӆ 

 ⁵ ֠Ἢ  
 

Ỳ Ỳ ằ̻Ϲӆ ˙  

 

 

 

 

 

 

 Ḁ  

ῧ ꞈ Ẫ ҁ  

ḛ ╗  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ḁ ╣ 

Ậ ‫ ᾴϹᶡ 

TEL : (06)  

 

ӆẰ ἐ   
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   非 常 変 災 時 の 措 置（保存版） 

      豊中市立新田南小学校 

豊中市もしくは豊中市を含む地域に 

暴風警報  暴風特別警報 洪水警報 大雨特別警報 

大雨警報 ( 浸水害)   大雨警報 ( 浸水害・土砂災害)  

のいずれかの警報が発令された場合 

※大雨警報（土砂災害）のみは、対象外です 
《登校前》 

◎午前７時以降午前１０時までの間において、上記警報のいずれかが発令中の場合は、 
自宅待機でお願いします。解除次第、安全に十分注意して登校させてください。    

集団登校ではありません。登校後は、給食ありで、通常授業を行います。 

◎午前１０時の時点においても、上記警報のいずれかが発令中の場合は、臨時休業 

となります。放課後子どもクラブ（まつぼっくり）もお休みです。 

《登校後》 

◎上記警報のいずれかが発令された場合、気象情報を判断し、下校時刻を早めたり 

学校に待機させたりすることがあります。 

放課後子どもクラブ（まつぼっくり）の児童については、適宜対応します。  

 
地震発生の場合 

《登校前》 

＊豊中市に震度５以上の地震が発生した場合、臨時休業とします。 

震度５未満であっても自宅待機が必要な場合は、保護者の判断で登校を見合わせて 

ください。（その際は、「欠席」ではなく「出席停止」扱いとなります。） 

《登下校中》  

＊「塀や壁から離れ、頭を守りしゃがむ。⇒ 学校か自宅のどちらか近い方、または 

安全な場所に避難する。」ように指導しています。 

《登校後》 

＊豊中市に震度５以上の地震が発生した場合、保護者への引き渡しをおこないます。 

 学校連絡メール配信の後、引き取りに来られるまで、児童は学校で待機します。 

＊学校で状況を判断し、場合によっては、地区児童会の地区担当教職員引率のもと 

集団下校を実施する場合もあります。（その際も、学校連絡メールを配信します。） 

登校班の集合場所まで引率した教職員は、その場でしばらく待機し、保護者不在 

で家に入れなかった児童については、学校まで連れて帰り、学校で待機します。 

★非常変災時の対処の仕方については、日頃より各家庭でも話し合っておいてください。 

★非常変災時、電話が集中しますと緊急の連絡がとれなくなります。学校への電話での 

お問い合わせはくれぐれもご遠慮ください。 

★集団登校日が臨時休業となった場合、その翌日に集団登校を行います。 
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【登下校について】 
 

＊決められた通学路（P.18）を通って登下校をします。 

８:00～８:20 に学校に着くように、送り出してください。 

 

≪地区児童会≫ 

・全校の児童を近隣の地区ごとのグループに分け、地区児童会を組織しています。 

地区分けは、（P.19）に記載しています。 

 

≪集団登校≫ 

・本校では集団登校は行っておりません。 

 

≪集団下校≫ 

・入学してからのしばらくの間は、１年生だけ、帰り道が同じ方向の児童と一緒に 

教職員付き添いのもと、集団下校をします。 

通常は、集団下校は行っていませんが、地区児童会や避難訓練の時、非常変災時には、 

集団下校を行います。         

                            

≪下校時刻≫ 

・給食が始まるまでは、午前中授業です。給食が始まったら、午後の授業があります。  

（４月の下校時刻については、学年だよりで詳しくお知らせします。） 

 

 

【放課後子どもクラブについて】 
  

豊中市では、就労等で放課後保護者が不在である児童 

（１～４年生）を対象に、各小学校内に、放課後子どもクラブを開設しています。 

本校では、「まつぼっくり」の名称で開設しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜お問い合わせ先＞ 

 
◇ 本校の放課後子どもクラブ・・・月～金曜日の午後、土曜日 

場 所 本校「まつぼっくり」教室（南館２Ｆ） 

電 話 ０６－６８３２－９５７１ 

◇ 豊中市教育委員会事務局 学び育ち支援課 

場 所 豊中市役所第一庁舎 6 階 

電 話  ０６－６８５８－２５７６ 

 

（P.16）の『非常変災時の措置』をご覧ください。 
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